
○山梨県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める訓令 

平成28年３月24日 

本部訓令第13号 

改正 令和６年３月１日本部訓令第２号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第15条の２第１項第５号及

び同条第２項の規定に基づき、山梨県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定

めるものとする。 

（標準的な職等） 

第２条 山梨県警察職員の標準的な職及び標準的な職が表す職制上の段階に属する職は、

別表第１のとおりとする。 

（標準職務遂行能力） 

第３条 前条に定める標準的な職に応じた標準職務遂行能力は、別表第２及び別表第３の

とおりとする。 

附 則 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月１日本部訓令第２号） 

この訓令中第２条、第５条、第７条、第10条、第13条、第16条及び第17条の規定は令

和６年３月15日から、第19条の規定は同年３月22日から、第１条、第３条、第４条、第６

条、第８条、第９条、第11条、第12条、第14条、第15条、第18条及び第20条の規定は同

年４月１日から施行する。 



 



 



 


